
さいたまトリエンナーレ２０１６ 

開催報告書について 

 さいたまトリエンナーレ２０１６開催報告書を別添１のとおりとすることに承認を求め

ます。

議案第１号



さいたまトリエンナーレ実行委員会 

平成２８年度収入支出決算について 

 平成２８年度収入支出決算について、承認を求めます。 

【収入の部】                                 （単位：円）

区 分 
予算額 

(A) 

収入額 

(B) 

過不足額 

(B)-(A) 
説 明 

さいたま市負担金 535,565,000 535,565,000 0

事業収入 7,500,000 2,630,064 △4,869,936

協賛・助成金 26,000,000 22,393,000 △3,607,000

その他雑入 ― 131,519 131,519 ○受取利息など

合 計 569,065,000 560,719,583 △8,345,417

【支出の部】                                 （単位：円）

区 分 予算額 決算額 不用額 説 明 

委員会運営費 171,000 55,994 115,006 ○実行委員会開催経費 

事業企画費 508,423,000 461,940,041 46,482,959

○アートプロジェクトの制

作・展示設営等 

○会場運営・交通対策費等 

○サポーター活動運営等 

○法人税（国税・市民・県民・

事業税）等 

広報関係費 57,000,000 56,905,840 94,160
○広報業務委託費（パブリシ

ティ、ホームページ管理運

営、広報制作物など）等 

事務局運営費 3,471,000 3,385,604 85,396
○通信費、消耗品費などの 

運営費 

合 計 569,065,000 522,287,479 46,777,521

収入支出差額 

収入総額 支出総額 

38,432,104 円 

560,719,583 円 522,287,479 円

◆収入支出差額 38,432,104 円については、さいたま市に返還しました。 

議案第２号



会計及び業務監査 

実行委員会事務局において、以下のとおり会計及び業務監査を受けました。 

①日 時：平成２９年５月２４日（水） １０：００～１２：００ 

 場 所：ときわ会館 ５階小ホール （さいたま市浦和区常盤６－４－２１） 

 監査人：さいたまトリエンナーレ実行委員会 監事 

     関東信越税理士会浦和支部理事 税理士 橋本真一  

（写） 

注）個人情報保護の観点から、監事の印影をマスキングしています。







②日 時：平成２９年５月２５日（木） １０：００～１２：００ 

 場 所：さいたま市役所 西会議棟 第６会議室 

 監査人：さいたまトリエンナーレ実行委員会 監事 

     さいたま市会計管理者 関根文人 

（写） 

注）個人情報保護の観点から、監事の印影をマスキングしています。







さいたまトリエンナーレ実行委員会の解散等について 

 さいたまトリエンナーレ実行委員会の目的が達成されたことから、規約第２１条に基づ

き本実行委員会を平成２９年７月２６日をもって解散することとし、規約第２２条に基づ

き、さいたまトリエンナーレ実行委員会の残余財産はさいたま市に帰属する。さいたまト

リエンナーレ実行委員会規約を廃止する規約については以下のとおりとする。

 このことについて承認を求めます。 

さいたまトリエンナーレ実行委員会規約を廃止する規約（案）

さいたまトリエンナーレ実行委員会規約（平成２７年３月１３日施行。ただし、第６条第３項、第１

８条、別表１及び別表２の改正規定は、平成２７年４月１日から施行。）を廃止する。

 附則

（施行期日）

この規約は、平成２９年７月２６日から施行する。

議案第３号


